
公立大学法人青森公立大学
研究活動上の不正行為の防止等に関する実施体制

配分機関
関係省庁

【第5条関係】

　　　   最高管理責任者
　　　　　   （理事長）

【第19条関係】

　　　　　　　調査委員会
（本調査実施の決定があった日から30日以内に調査開始)

　　   告発内容の調査および不正行為の認定、
　　　調査結果の通知等

　　　【委員】
　　　①統括管理責任者
　　　　②研究倫理教育責任者
　　　　③事務局長
　　　　④最高管理責任者が指名する学外の有識者
　　　　⑤その他最高管理責任者が必要と認める者
　　　　　（※④が全人数の半数以上） 被告発者

【第8条関係】

     受付窓口
（総務企画チーム）

【第6条関係】

　　　　統括管理責任者
　　　　　　（学長）

【第7条関係】

    研究倫理教育責任者
            （学部長）

告発者

研究倫理教育の実施

【第16条関係】

　　予備調査委員会

    告発内容の本調査における
  調査の可能性等について予備
  調査を行う

   【委員】
    最高管理責任者が指名する者

⑧【第18条関係】（本調査実施を決定）

報 告

⑭【第29条関係】(調査結果)

報 告

⑲【第30条関係】（再調査について）

報 告

⑫【第26条関係】

（本調査開始から150日以内）

本調査の結果報告

⑰【第30条関係】

再調査審査の報告

⑨【第18条関係】

（予備調査の報告を受けて本

調査の実施が決定した場合）

設 置

⑯【第30条関係】

（不服の申立てがあった場合）

審 査

⑤【第18条関係】

（予備調査の指示を

受けた日から30日以内）

予備調査結果の報告

②【第9条関係】

報 告

①【第9条関係】

告 発 （相 談）

【第9条関係】

受付通知

⑦【第18条関係】(本調査実施)

通 知

⑩【第20条関係】(本調査委員の氏名等)

通 知

⑬【第29条関係】(調査結果)

通 知

⑱【第30条関係】（再調査について）

通 知

⑮【第30条関係】

不服申立

（認定結果に不服がある場合）⑪【第21条関係】

本調査の通知

⑥【第18条関係】

協 議
③【第8条関係】

報 告

④【第16条関係】

設 置

【第7条関係】

指 示


